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１ 工事検査の概要 

（１）工事検査の目的 

工事検査は、地方自治法第 234条の２第１項の規程により市が発注した工事について契約

の適正な履行を確保し、工事目的物の完了を確認するために実施するものである。 

検査の内容については、工事が出来形、品質、機能等について契約設計図書どおり実施さ

れ、工事の目的が達成されているかを確認することとしている。 

また、工事品質の向上を目的として要領に基づき工事の成績評定を実施している。 

工事の品質には、施工過程の中での安全性、工程管理、環境保全、施工状況及び施工体制

等の「工事という行為そのものの品質」があり、「工事目的物の品質」との双方について評

価を行っている。 

 

（２）検査対象 

工事請負額130万円以上の請負工事及び130万円未満で契約検査課長が特に必要と認める

工事（業務委託契約等は対象としない。） 

 

（３）検査の種類 

①完成検査   請負工事が完成した旨を受けて、完成を確認する検査 

②指定部分検査 設計図書において請負工事の完成に先立って引渡しを受けるべきこと 

を指定した部分がある場合において、当該部分の完了を確認する検査 

③出来形検査  請負工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料

及び製造工場等にある工場製品の代価の一部を支払う必要がある場合

において、工事の既済部分を確認するための検査（引渡しは受けない。） 

④中間検査   請負工事の施工途中において、完成時に出来形又は品質について確認で

きない内容について必要に応じて行う検査（引渡しは受けない。） 

 

（４）検査の種別 

①執行検査   財政部長が指名する工事指導検査室の検査員が実施する検査 

②委託検査   工事の担当部長の同意を得て財政部長が指名する工事担当課以外の職員 

が検査員として実施する検査 

他の法令の規定等により検査を行う者が定められている工事や、検査の

集中等により工事指導検査室では対応できない工事を対象に行う。 

 

（５）完了基準  

工事が工期内に完成し、完成検査によって工事目的物が設計図書に適合していることが確

認されれば完成と認められ完了となる。 

 

（６）工事成績の不良  

工事成績評定点が 50点未満の場合は、盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準に 

より指名停止の措置が適用される。  



 ２　組織及び沿革

 (1) 組織 　　　　　　　　　　　　　　　　

  ＜平成８年度まで＞　

  ＜平成９～16年度＞

（2） 沿革　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総務部に工事検査室を創設

請負工事検査要領、工事成績評定要領の制定

請負工事監督要領の制定

請負工事検査基準の制定

建設工事検査の手引きを作成

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」施行

請負工事検査要領の改正

請負工事成績評定要領の全部改正

工事成績評定マニュアルを作成

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」施行

組織機構改革　財政部契約検査課工事検査室に組織替え

請負工事成績評定要領の改正

請負工事検査基準の改正

請負工事監督要領の改正

請負工事検査要領、請負工事監督要領の改正

設計図書の審査事務取扱要領の制定

請負工事監督要領、請負工事成績評定要領の改正

組織機構改革　契約検査課工事指導検査室に組織替え

検査業務に加え、工事及び建設関連業務委託の設計図書の審査を実施

担い手三法（品確法、入契法、建設業法）の改正、公布

盛岡市優良建設工事表彰要綱、 同実施要領の制定

工事成績評定書の改正

盛岡市優良建設工事表彰要綱、 同実施要領の改正（優良下請業者表彰の創設）

盛岡市優良建設工事表彰要綱、 同実施要領の改正

（優良下請業者抽出要件の緩和等）

請負工事監督要領、請負工事検査基準の改正

請負工事検査要領、工事成績評定要領の改正

盛岡市優良建設工事表彰要綱、 同実施要領の改正

R8.3.31

R8.3.31

R8.2.3

R4.7.26

R2.8.24

上下水道部統合により、請負工事検査基準、工事評定様式及び工事評定マニュア
ルを一部改正

盛岡市上下水道局検査事務等に係る要領、水道布設工事監督要領及び上下水道局
成績評定等に係る要領の制定並びに上下水道部局工事検査の工事検査室での一元
化

S63.4.1

7.1

H2.8.1

H6.1.24

4.1

H13.4.1

H14.3.1

H27.3.30

H27.4.1

5.2

11.4

11.8

H22.4.1

H23.5.23

H25.3.19

H25.4.1

H26.6.4

H15.2.24

H17.4.1

　＜平成25年度～＞
副主幹又は主査
(設計積算監理担当)

主査

財政部長 契約検査課長 工事指導検査室長
副主幹又は主査
（工事検査担当） 主査又は主任

主査又は主任

　＜平成17年度～平成24年度＞ 副主幹
財政部長 契約検査課長 工事検査室長

副主幹

副主幹
総務部長 工事検査室長  主　幹 

主　任

工事検査副主幹
財政部長 契約検査課長 工事検査主幹

工事検査主査
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平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

完　　成 230(50) 254(53) 229(47) 192(54) 206(54) 181(46) 172(38) 177(55)

出 来 形 6( 4) 6( 2) 17( 3) 11( 3) 13( 4) 13( 2) 12( 6) 10( 3)

中　　間 32( 0) 56( 0) 54( 1) 38( 1) 41( 0) 49( 0) 20( 0) 20( 0)

計 268(54) 316(55) 300(51) 241(58) 260(58) 243(48) 204(44) 207(58)

執行検査 8,394 13,005 9,747 10,375 8,841 9,228 10,591 8,020

委託検査 2,024 2,046 3,524 3,042 2,911 3,189 3,009 3,555

計 10,418 15,051 13,271 13,417 11,752 12,417 13,600 11,575

 第１表　検査件数及び工事金額 （件、百万円）

３　検査実施状況

　(1) 検査件数と工事金額
　令和７年度における工事検査の総数は 207件で検査区分別では完成検査 177件、出来形検査10件、

中間検査（指定部分検査を含む）20件であり、前年度と比較すると検査総数で３件の増、完成検査工

事金額では約 115億円となり、約20億3千万円の減額となった。

 完成検査件数の推移は、令和７年度は、令和６年度より５件多い177件となり、過去10年で昨年度

に次ぎ２番目に少ない件数となった。大規模工事の実施や、契約済み工事の翌年度繰越による影響と

考えられる。

　工事金額は、令和元年度から３年度にかけては、学校関連の空調設備設置工事、小学校や中学校等

の校舎大規模改修工事や旧三ツ割清掃工場の解体工事等の大型工事の実施により、平成30年度以前に

比べ高水準で推移していた。令和４年度は、前年度と比較し約17億円の減となり、令和５年度以降は

増加傾向であったが、令和７年度は令和６年度に比べ約20億円少ない約115億円となった。

（第１表、第１図参照）

　完成検査における金額別工事件数は、６千万円以上が56件で全体の約32％（令和６年度は65件、約

38％）、６千万円未満の工事が121件で約68％（令和６年度は107件、約62％）を占めている。（第２

表参照）このように、令和７年度は前年度に比べ、６千万円未満の工事14件増加し、６千万円以上の

比較的規模が大きい工事は９件減少し、全体では５件増加した。

　(2) 検査実施状況
　工事検査は、依然として年度末に集中しており、令和７年度第４四半期における検査件数は全検査
件数 207件に対し 115件と半数を超える約56％（令和６年度は204件中119件、約58％）を占め、特に
３月における検査件数は 77件と全検査件数の約37％（令和６年度は90件、約44％）に及んでおり完
成検査の平準化が課題となっている。
　なお、水道施設工事の検査については、水道法により水道技術管理者の関与が必要なことから委託
検査としており、令和７年度の水道施設工事の委託検査件数は58件であり、全検査件数の約28%（令
和６年度は44件、約21％）を占めている。
　年度末における工事検査の集中は適正な検査執行の妨げになることから、検査の平準化を図るため
にも、繰越の実施による適正な工期の確保と、ゼロ市債、ゼロ国債等の債務負担行為の積極的な活用
による早期発注及び早期完成に努める必要がある。（第３表参照）

区　　分

検
査
件
数

工
事
金
額

  ※（　　）内の数値は委託検査件数で内数
  ※工事金額は完成検査の合計額で、出来形検査等を含まない｡

 第１図　年度別完成検査推移状況
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No.1

130万円以上 1,500万円以上 3,500万円以上 6,000万円以上 8,000万円以上

1,500万円未満 3,500万円未満 6,000万円未満 8,000万円未満 1億円未満

件　 数 1 1

内繰越 1 1

件　 数 1 1

内繰越

件　 数 1 2 2 5

内繰越 1 1 2 4

件　 数 2 1 1 2 6

内繰越 1 1 2 4

件　 数 3 4 1 1 1 10

内繰越 1 1

件　 数 6 1 1 3 11

内繰越 1 1 1 3

件　 数

内繰越

件　 数 1 1 2

内繰越

件　 数 1 8 7 3 4 7 30

内繰越 3 1 6 10

件　 数 4 4 1 9

内繰越 1 1

件　 数 2 2 1 5

内繰越

件　 数 2 2 4

内繰越

件　 数 3 4 5 4 3 19

内繰越 1 2 2 2 7

建築住宅課

林政課

交通政策課

第２表　請負金額別工事担当課別完成検査集計表

公園みどり課

上下水道部
下水道整備課

新産業拠点形成
推進事務局

廃棄物対策課

農政課

盛岡南整備課

市街地整備課

計

道路建設課

道路管理課

河川課

１億円以上
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No.2

130万円以上 1,500万円以上 3,500万円以上 6,000万円以上 8,000万円以上

1,500万円未満 3,500万円未満 6,000万円未満 8,000万円未満 1億円未満

件　 数 2 1 1 2 3 9

内繰越 1 1

件　 数 6 3 3 5 3 6 26

内繰越 1 1 1 1 2 6

件　 数 3 6 1 10

内繰越

件　 数 7 5 2 1 3 18

内繰越 3 3 1 3 10

件　 数 1 1

内繰越

件　 数 2 3 2 1 8

内繰越 1 1 2

件　 数 2 2

内繰越 1 1

件　 数

内繰越

件　 数

内繰越

計 件　 数 38 54 29 17 12 27 177

内繰越 6 13 8 7 2 15 51

割 合 21% 31% 16% 10% 7% 15% 100%

１億円以上 計

玉山総合事務所
産業振興課

上下水道部
下水道施設管理
課

第２表　請負金額別工事担当課別完成検査集計表

上下水道部
給排水課

玉山総合事務所
建設課

上下水道部
水道維持課

上下水道部
浄水課　・
新庄浄水場

危機管理防災課

上下水道部
水道建設課

上下水道局玉山
事務所
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検査月

検査種別 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 計

完成 1 1 1

出来形

中間

完成 1 1 1

出来形

中間

完成 2 1 1 1 5 5

出来形

中間 1 1 1

完成 1 2 1 1 1 6 6

出来形

中間 1 1 1

完成 3 1 3 2 1 10 10

出来形

中間

完成 1 1 1 1 2 2 3 11 11

出来形

中間 1 1 1

完成

出来形

中間

完成 1 1 2 2

出来形 1 1 1

中間

完成 5 3 1 4 3 4 10 30 30

出来形 1 3 4 4

中間 1 1 1 2 1 1 2 9 9

完成 1 1 1 6 9 9

出来形

中間

完成 1 1 2 1 5 5

出来形

中間

完成 1 3 4 4

出来形

中間 1 1 1

完成 3 1 1 1 1 1 1 1 9 19 19

出来形 1 1 1

中間 1 1 1 1 1 5 5

1

3

（3）　検査内容について

　　令和7年度における検査内容の詳細については、第３表、第４表及び第５表を参照願います。

　　第３表　月別工事担当課別検査件数集計表

12

交通政策課

道路建設課

1

１０月９月
合計

廃棄物対策
課

１１月 １２月 １月 ２月

河　川　課

6

No.1

農政課

３月 小　計

43

林政課 7

道路管理課 10

市街地整備
課

5

上下水道部
下水道整備
課

25

9

盛岡南整備
課

5

４月 ５月

新産業拠点
形成推進事
務局

建築住宅課

６月 ７月 ８月

公園みどり課
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検査月

検査種別 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 執行 委託 計

完成 1 1 1 2 4 9 9

出来形

中間

完成 1 2 2 1 3 1 4 12 26 26

出来形 1 1 1

中間

完成 4 6 10 10

出来形

中間

完成 3 1 1 2 3 2 1 5 18 18

出来形 1 2 1 2 3

中間

完成 1 1 1

出来形

中間

完成 1 1 1 2 1 2 8 8

出来形

中間

完成 1 1 2 2

出来形

中間 2 2 2

完成

出来形

中間

完成

出来形

中間

完成 6 4 3 4 6 2 2 1 6 1 5 4 7 4 15 7 9 3 16 5 43 24 122 55 177

出来形 1 1 1 5 2 7 3 10

中間 2 3 1 1 2 2 2 1 3 3 20 20

　　計 9 7 3 4 7 2 2 1 7 1 7 4 10 4 17 7 10 3 19 6 51 26 149 58 207

※中間検査の件数は，指定部分検査を含む。

No.2

1% 37%4% 4% 4%

玉山総合事
務所
建設課

8

危機管理防
災課

玉山総合事
務所
産業振興課

4

小　計
合計

上下水道部
水道維持課

10

上下水道部
浄水課・
新庄浄水場

21

上下水道部
給排水課

1

小　　計

合　　　計 9

100%12% 6% 12%全検査に占める割合 5% 7%4% 4%

7 7 9

207

3 8 11 77 20714 24 13 25

　　第３表　月別工事担当課別検査件数集計表

４月 ５月

27

上下水道部
下水道施設
管理課

9

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

上下水道局
玉山事務所

６月 ７月 ８月 ９月

上下水道部
水道建設課
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計

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

　　土木一式工事 81 42.2% 88 42.7% 71 39.2% 82 47.7% 68 38.4%

　　建築一式工事 13 6.8% 18 8.7% 16 8.8% 14 8.1% 9 5.1%

　　電気工事 15 7.8% 14 6.8% 13 7.2% 9 5.2% 20 11.3%

　　電気通信工事 3 1.6% 1 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

　　管工事 19 9.9% 17 8.3% 17 9.4% 9 5.2% 15 8.5%

　　鋼構造物工事 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0%

　　機械器具設置工事 6 3.1% 6 2.9% 0 0.0% 4 2.3% 6 3.4%

　　塗装工事 5 2.6% 6 2.9% 8 4.4% 5 2.9% 5 2.8%

　　とび・土工・コンクリート工事 0 0.0% 0 0.0% 2 1.1% 3 1.7% 4 2.3%

　　防水工事 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

　　ほ装工事 8 4.2% 8 3.9% 10 5.5% 11 6.4% 11 6.2%

　　造園工事 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

　　タイル・れんが・ブロック工事 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

　　屋根工事・建具工事 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

　　消防施設工事 1 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

　　水道施設工事 39 20.3% 42 20.4% 42 23.2% 32 18.6% 36 20.3%

　　その他工事（解体工事等） 2 1.0% 6 2.9% 1 0.6% 3 1.7% 3 1.7%

計 192 100.0% 206 100.0% 181 100.0% 172 100.0% 177 100.0%

0.5%

　　第５表　年度別完成検査集計表　　　　　　　　　　　　    　　

業　種（契約区分）

年　　　　　　　　　　度

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

177 100.0% 11,575,949,000 100%

　　その他工事（解体工事）

19.1%

　　消防施設工事 0 0.0% 0 0.0%

3

　　とび・土工・コンクリート工事 4 2.3% 66,113,300

　　水道施設工事 36 20.3% 2,213,324,300

1.7% 65,243,200

0.6%

　　ほ装工事 11 6.2% 449,026,600 3.9%

　　機械器具設置工事 6 3.4% 614,412,700 5.3%

　　塗装工事 5 2.8% 82,408,700 0.7%

　　管工事 15 8.5% 991,444,300 8.6%

　　鋼構造物工 0 0.0% 0 0.0%

　　電気工事 20 11.3% 1,106,175,400 9.6%

　　電気通信工事 0 0.0% 0 0.0%

　　土木一式工事 68 38.4% 4,115,245,200 35.5%

　　建築一式工事 9 5.1% 1,872,555,300 16.2%

　　第４表　業種別完成検査集計表

業　　種　（契約区分） 件数（件）
全件数に対す

る割合(%)
金　　額（円）

総工事金額に
対する割合(%)

8



(4) 評定結果について

　ア　工事成績評定点の分布状況
　令和７年度の工事成績評定の平均点は、全工事では83.7点（令和６年度84.8点）、土木関係工事で
は83.4点（令和６年度84.6点）、建築関係工事では85.2点（令和６年度86.0点）であり、全体で昨年
度を下回っている。（第２図参照）また、最高点は94点（令和６年度96点）、最低点は57点(令和６年
度68点)である。
　令和７年度の全工事の評定結果は、Ａランク及び「Ａランクではないが標準的な工事の中で優秀な
工事」であるＢランクを合わせた75点以上の工事が全体の91.5％（令和６年度95.9％）と前年度を4.4
ポイント下回った。また、評定点が60点未満の「改善すべき事項が多い、又は改善すべき内容が重要
である工事」は２件（令和６年度０件）であり、指名停止の措置がとられる50点に満たないものもな
かった。（令和６年度０件）（第６表参照）
工事成績評定点の分布は第２図のとおりである。

　　第２図　工事成績評定点の分布

0

10

20

30

40

※ 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95
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ランク 件

Ａ 88 49.7 ％

Ｂ 74 41.8 ％

Ｃ 13 7.4 ％

Ｄ 0 0.0 ％

Ｅ 2 1.1 ％

計 177 100.0 ％

ランク 件

Ａ 68 46.6 ％

Ｂ 64 43.8 ％

Ｃ 13 8.9 ％

Ｄ 0 0.0 ％

Ｅ 1 0.7 ％

計 146 100.0 ％

※水道施設工事は、土木関係工事に含む

ランク 件

Ａ 20 64.5 ％

Ｂ 10 32.3 ％

Ｃ 0 0.0 ％

Ｄ 0 0.0 ％

Ｅ 1 3.2 ％

計 31 100.0 ％

　　第３ 図　ランク別評定点の分布（全体・土木・建築）

第６表　ランク別評定点集計表

　　　【全工事】

区　　分 判定件数
総合評価事項

評定点合計 割合

　85点以上 他の模範となる優秀な工事

　75点以上85点未満 Ａランクではないが、標準的な工事の中で優秀な工事

　65点以上75点未満 標準的な工事

　60点以上65点未満 Ｅランクではないが、今後改善すべき事項がある工事

　60点未満 改善すべき事項が多い、又は改善すべき内容が重要である工事

　　　【土木関係工事】
区　　分 判定件数

総合評価事項
評定点合計 割合

　85点以上 他の模範となる優秀な工事

　75点以上85点未満 Ａランクではないが、標準的な工事の中で優秀な工事

　65点以上75点未満 標準的な工事

　60点以上65点未満 Ｅランクではないが、今後改善すべき事項がある工事

　60点未満 改善すべき事項が多い、又は改善すべき内容が重要である工事

   【建築関係工事】
区　　分 判定件数

総合評価事項
評定点合計 割合

　85点以上 他の模範となる優秀な工事

　75点以上85点未満 Ａランクではないが、標準的な工事の中で優秀な工事

　65点以上75点未満 標準的な工事

　60点以上65点未満 Ｅランクではないが、今後改善すべき事項がある工事

　60点未満 改善すべき事項が多い、又は改善すべき内容が重要である工事
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　イ　 工種別評定点の分布

　　　  　第4-1図　工種別評定点の分布（土木関係工事）
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  第4-2図　工種別評定点の分布　（建築関係工事）
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契約額（円）

実施 1 31,901,100

委託

実施 5 133,861,200

委託

実施 6 194,265,500

委託

実施 1 1,040,261,200

委託

実施 10 309,162,700

委託

実施 11 596,574,000

委託

実施 0 0

委託

実施 2 91,444,100

委託

実施 30 3,226,676,200

委託

実施 9 187,788,700

委託

実施 5 108,568,900

委託

実施 4 141,476,500

委託

実施 19 989,808,600

委託

実施 9 679,709,800

委託

実施

委託 26 2,043,542,600

実施

委託 10 201,820,300

実施

委託 18 1,299,456,400

実施

委託 1 11,030,800

実施 8 244,829,200

委託

実施 2 43,771,200

委託
実施 122 8,020,098,900

委託 55 3,555,850,100

　　※出来高、中間検査は含まない

　　※請負金額130万円以上の工事が対象

廃棄物対策課

林政課

道路管理課

道路建設課

交通政策課

河川課

建築住宅課

都市整備部

8

30

9 187,788,700

108,568,900

141,476,500

5

4

31,901,100

100.0%

85.2 100.0%

100.0%43,771,200

0

91,444,100

建設課 244,829,200

84.9

85.2

87.8

公園みどり課

盛岡南整備課

0.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

85.5

浄水課 75.9 0.0%

10

1

989,808,600

679,709,800

2,043,542,600

18 1,299,456,400

19

9

26

3,226,676,200

農政課 5

計 177 11,575,949,000 84.8 68.9%

100.0%

86.0 100.0%

81.2 0.0%

80.1 0.0%

77.0

下水道整備課

下水道施設管理課

水道建設課

水道維持課

給排水課

農 林 部

87.5 100.0%

建 設 部

84.9 100.0%

86.8 100.0%

194,265,500

309,162,700

596,574,000

100.0%新産業拠点形成推進事務局

6

10

11

0

133,861,200 86.8 100.0%

件　数

環 境 部 81.0 100.0%1

執行検査
実 施 率

玉山総合
 事 務 所

産業振興課 2

(5) 各課別完成検査件数・契約額・工事成績等について

　　第７表　各課別完成検査集計表

検  査
件  数

契約額（円）
検査内訳 工事成

績評定
平均点

商工労働部 94.01 1,040,261,200

89.0

市街地整備課

上下水道部

85.3

85.5

2

201,820,300

11,030,800
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４ 考 察 

 

(１) 減点対象工事について 

令和７年度完成工事において減点対象工事が12件発生しており、令和６年度完成工事の17件に対

して５件減少した。そのうちの10件（令和６年度16件）は事故によるものであり、内訳は、指名停

止による減点が１件、文書注意が１件、軽微な事故における口頭注意が８件であった。事故以外では

技術提案項目の履行に関する減点があり、受注者の適正な施工管理とともに、発注者である監督職員

の適正な監督指導が望まれる。なお、指名停止による減点等の工事により全体工事の平均点を約0.32

点下げる結果となった。 

 

令和７年度減点対象工事件数及び減点項目  ※は減点項目が２項目あった工事 

減点項目 

指名停止２ヶ

月以上３ヶ月

未満（-15点） 

文書注意 

(－８点) 

口頭注意 

(－５点) 

軽微な事故 

口頭注意 

(－３点) 

その他 

(－１点) 
件数計 減点計 

不適切行

為 
０件 ０件 ２件 ０件 ０件   ２件 １０点 

労災事故 

関係 
１件 １件 ０件 ８件 ０件 １０件 ４７点 

合 計 １件 １件 ２件 ８件 ０件 １２件 ５７点 

 

(２) 総合評価落札方式による工事について 

    総合評価落札方式による工事は、令和７年度に契約した23件のうち22件（１件は令和８年度繰越）

及び令和６年度に契約し令和７年度に繰越した２件（特別簡易型２件）の合計24件の完成検査を行い、

この工事成績評定平均点は85.5点で、令和６年度の同工事評定平均点の86.2点を0.7点下回った。

また、総合評価項目未達成による減点工事が２件（－５点）、事故による減点工事が１件（－３点）、

合わせて３件あり工事成績評定を下げる結果となった。 

 

  令和７年度総合評価落札方式による工事完成検査件数及び評定 

総合評価落札方式 工事件数 請負総額 評定点数（平均） 減点工事件数 

特別簡易型 23件 1,007,866,200円 85.9点 3件 

簡易型 １件  30,708,700円 76点 ０件 

標準型 ０件 ― 円 ― 点 ０件 

計 24件 1,038,574,900円 85.5点 3件 

 

(３) 完成検査での主な指示事項 

令和７年度の完成検査においては、172件の工事のうち６件の工事について指示を行った。 

 

工事検査の指示等の件数 

 検査件数 文書指示件数 口頭指示件数 その他 指示等無し 指示の割合 

土木関係工事  146件 ０件 ０件 ― 146件 0.0％ 

建築関係工事   31件 ０件 ６件 ―  25件 19.4％ 

全    体  177件 ０件 ６件 ― 171件 3.4％ 

口頭指示の主な内容は、設計図書と相違する施工について確認や完成図書の是正を求めたもの、

軽微な補修等を指示したものである。 
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口頭指示における指摘内容の内訳 

 指摘件数 構造物補修 効果の確認 調整の指示 その他指示 

土木関係工事 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

建築関係工事 ６件 ２件 ０件 １件 ３件 

全    体 ６件 ２件 ０件 １件 ３件 

 

完成検査の実施にあたり、完成図書の提出期限を工期とは別に管理していると思われる受

注者や監督職員が見受けられるが、工期は、現場での目的物の完成はもちろんのこと、構造物

の適正な施工や品質を証明する工事写真や出来形管理、品質管理等の完成図書の提出も含めた

期限であることから、適切な工程管理が必要である。また、工事完成時に受注者から提出され

る工事完成届の受理についても、事前に現場を確認するなど留意が必要である。 

 

(４) その他の指摘事項  

（３）のほか、検査時における指摘事項のうち、複数の工事について共通して指摘等を受け

ている内容を別表（P19、20）に整理したので、今後の施工、監督等について参考にされたい。 

 



（5）工事成績評定点の推移

   第５図　工事成績評定点の推移

（6）優良工事（Bランク以上）の割合の推移

   第６図　優良工事の割合の推移

　　 優良工事の割合は、年度毎に上下の変動はあるものの、令和７年度は、91.5％とな
り、事業評価目標値である80％を６年連続で上回った。

     全体平均はこれまで概ね77点～80点の間で推移していたが、近年は上昇傾向に
　　あり、令和７年度は83.7点であった。

27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

全工事 80.2 79.7 79 78.8 80.4 81.8 81.6 82.7 83.7 84.8 83.7

土木 80.0 79.8 79.4 79.0 81.3 82.1 81.5 82.9 83.9 84.6 83.4

建築 80.7 79.2 77.6 78.3 78.5 80.9 82.0 82.1 83.2 86.0 85.2
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（7）請負率と工事成績評定点

     当市において、請負率と工事成績評定点の間には、特に相関は見られない。

　第７図　令和７年度工事請負率と評定点の関係
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５ その他の検査 

工事の適正な施工状況等を確認するため、財政部長が必要と認める中間検査を行なったほか、請負金額

130万円未満の小規模な工事について契約の適正な履行を確認するため、完成検査を行った。 

 

(１) 財政部長が必要と認める中間検査 

請負工事検査要領第６第３項に基づき、施工中の工事に関し発注内容との大きな変更の有無、工

程管理、建設業法等に定められた現場表示の実施状況、施工体制や施工状況、仮設の実施などにつ

いて土木工事 24 件、建築工事６件の計 30 件の工事を対象に行った。その結果、発注内容と大きく

異なる施工等は見られなかったが、検査を実施した工事の約 47％にあたる 14 件の工事について延

16件の改善を指示した。また、複数の指示を受けた工事が２件あった。 

 

令和７年度中間検査指摘事項 

指示内容 指示数 指示の割合 備  考 

現場表示（建設業の標識） 

 
６件 38％ 施工体系図、建退共加入表示等 

安全対策 １件 ６％ 事故再発防止 

工程管理等 ６件 38％ 工程の遅れ、フォローアップの実施等 

施工管理 ２件 12％ 作業環境、足場通路の是正 

その他 １件 ６％ 施工体制台帳の適切な作成 

 

(２) 小規模工事の完成検査 

  工事担当課で契約、検査を行っている請負工事金額 130万円未満の工事については、請負工事検査

要領第２第１項に基づき、契約検査課長が特に必要と認めた工事として、契約件数全６件を対象に完

成検査を実施し、設計内容と出来形及び施工内容の適合などについて現地並びに写真や書類等をもと

に検査を行い、目的物の十分な完成を確認し合格とした。 

 

  令和７年度小規模工事完成検査実施結果 

 報告工事件数 執行検査件数 執行検査率 指示等件数 指示工事率 

130万円未満の工事 ６(0)件 ６件 100％ 0件 0％ 

※()は報告工事件数のうち水道施設工事件数 
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別表 

項目 留意事項 

１．施工管理 協議書や指示書など図面や文章で記録を残すべきもの 

① 設計図書と現場との照査について(契約書第 18条) 

・工事着手前の現場測量等の事前調査と立会いによる工事内容の確認結果、差異があ

る場合は、設計変更の対象となるので記録に残し適切な変更契約を行うこと。 

② 施工中の設計図書との差異 

・①同様 

・交通誘導員などを変更する場合にも変更協議書や指示書より行うこと。(交通誘導

員の人数を、根拠なく出来高払いで設計変更している事例がある。) 

③ 施工計画書について 

・施工体制台帳及び施工体制図について、建設業法等の改正により公共工事について

は、下請金額の額にかかわらず下請負者がいる場合はすべて作成しなければなりま

せんので注意し指導してください。また、当初施工計画の時点では未定のものは決

まり次第提出してください。 

・作業主任者の配置 

作業主任者の配置が必要な作業がある場合は、配置並びに資格証明書(受講証明等)

も提出してください。 

・イメージアップに関しては、具体的な実施計画のチェックを確実に行うこと。また

工事評定に際しては、イメージアップで実施した内容は評定の対象としない。 

総合評価の標準型、簡易型における技術提案も評価の対象となります。 

・その他、施工方法が現場の作業内容と違うものや管理基準の無いもの、誤っている

ものなど基本的な部分が適切でないものがありますので、監督員が指摘し是正させ

てください。 

④ 書類の日付等について 

・工事各書類の日付の記入を確認し、所定の様式を使用してください。 

⑤ 工程管理について 

・工期の変更については、受注者と協議の上、適時、適切に行う必要があります。 

⑥盛岡市工事請負契約約款第６条（一括委任又は、一括下請負の禁止） 

・監督員は元請の下請負業者への実質的関与について確認してください。 

２．出来形 ① 出来形図について 

 ・出来形管理について設計値との比較のできないもの（受注者からの出来形図のみで、

設計値の管理は総数で行われているなど）があります。 

出来形管理においては設計値を明示し、それに対する実測値で管理するよう指導し

てください。（当初設計書に設計値の明示が無い場合は、現場の測量の結果などを

基に協議し、設計値を明確にしておく必要があります。参照：１の①の協議、指示

を行うには施工図を作成させ、設計値を明確にする必要があります）。 

② 出来形値のばらつきについて 

 ・規格値を満たすのは当然のことながら、規格値がゼロやマイナス管理の場合でも、

設計値からの離れが大きければ評価は低くなります。 

③ 検査時に不可視となる箇所の写真について 

 ・撤去する構造物等の数量が確認できる写真（As の厚さや面積、Co 構造物の断面積

や延長、仮設道路の断面や鉄板の枚数、厚さなど）を提出してください。 

④工事写真撮影要領の撮影対象表に基づいた工事写真とすること。 
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３．品質 ① 材料承認について 

・カタログの写しだけで、メーカーの社印の無いものがある。また、JIS や協会の認

定品や認定工場などは資格を証明する(認定証)を添付が必要です。 

 品質保証の期限が切れている場合があるので、期限の確認を行なうこと。 

② 区画線の品質管理について 

・出来形数量はもちろん、塗布量や厚みなどの品質管理を元請け業者が行っていない。 

③ 資材の変更について 

・現場使用資材と材料承認が一致しない。 

設計と異なる規格の資材を使用する場合は事前に協議、承諾を得る必要がありま

す。その場合は品質を示す資料を付けて材料承認の変更をしてください。 

④ 材料検収について 

 ・材料検収には立会いを行い、その結果を書面に残すようにしてください。 

  検収を施工現場や設置後に行うなど不適切なものがあるので、工場または資材置き

場で行い、規格に合ったものを現場に搬入するようにしてください。 

 ・資材の保管状況の写真を撮影してください。（Co 二次製品等は枕木を、塩ビ製品な

どは直射日光が当たらないように、石材は土砂や他のものと混じらないようになど

の状況が判るように。） 

４．その他 ① 検査資料について 

 ・工事図書などは検査前にそろえて提出してください。書類やテストピース等が検査

に間に合わない。若しくは検査当日に持ってくる例があります。 

② 検査の立会について 

 ・質問に対する受け答えは受注者の主任技術者若しくは現場代理人とします。 

工事全般にわたり下請業者が答える（元請け業者が答えられない）ことがあります。 

③ 出来形の提出について 

 ・当初、施工協議（1 の①）を十分に行わず、施工終了後に出来形の報告を受け、そ

のまま変更を行っているものや、事前に出来形確認が行われていない事例が複数あ

ります。 

④ 受注者との関係について 

 ・発注者である市と受注者である請負業者の関係は対等なものですので、工事の内容

の変更などについては協議、合意して決めていくもので監督職員が一方的に指示す

るものではありません。 

   良好な工事を施工するためには、適切なコンプライアンスを維持しながら良好な

信頼関係を築くことが必要になりますので、留意してください。 

⑤ 減点について 

・総合評価落札方式に係る技術提案書は設計図書となることから、技術提案の履行状

況について検証するとともに、確実に実施してください。 

万が一、技術提案が履行されない場合は、工事成績評定で減点となります。 

 


